
1 

 

令和２年度第３回岐阜県国民健康保険運営協議会 開催結果 

 

１ 会議日時 

 

令和３年 ３月 １日（月）    開 会  午前 １０時００分 

                 閉 会  午前 １０時３５分 

 

 

２ 会議場所 

 

 岐阜県水産会館１階 大会議室 

 

 

３ 出席委員 

（１０名） 

 

（被保険者代表）    

髙 松 秀 進   大 橋 まり子   藤 田 智 子 

（保険医又は保険薬剤師代表） 

河 合 直 樹   阿 部 義 和  （日比野   靖） 

（公益代表） 

竹 内 治 彦   (杉 野   緑)  栗 本 直 美 

（被用者保険等保険者代表） 

新 藤 俊 之   名 知 清 仁   西   千代美 

                  （  ）内は、欠席された委員 

 

４ 事務局職員 

 

 兼山鎮也健康福祉部長 

 堀裕行健康福祉部次長 

 柴田安寛国民健康保険課長 

 中村美紀子国民健康保険課管理・国保運営係長 

 今西淳国民健康保険課国保支援係長 

 

５ 会議に付した案件 

 

１ 議事 

  （１）岐阜県国民健康保険運営方針の改定について 

  （２）岐阜県知事からの諮問に対する答申について 

   

 ２ 報告事項 

（１） 令和２年度 県国保財政の運営状況等について 

（２） 令和３年度 県国保財政の見通し等について 

（３） 令和３年度 標準保険料率の算定について 

（４） 県国民健康保険運営方針に基づく取組みについて 

① 保険料（税）収納率の目標等について 

② 医療費水準地域差要因分析等事業の推進について 
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③ 県糖尿病性腎症重症化予防プログラムの推進について 

④ 清流の国ぎふ健康ポイント事業について 

⑤ 後発医薬品の使用促進について 

⑥ 事務の標準化・統一化について 

⑦ 保険者努力支援制度について 

⑧ 後期高齢者医療制度又は介護保険制度と連携した保健事業の実施について 

⑨ 県国民健康保険連携会議について 

（５） 国民健康保険制度の取組強化に係る国の動向について 

（６） その他 

 

 

６ 議事録 

○柴田国民健康保険課長 

それでは、令和２年度第３回岐阜県国民健康保険運営協議会を開会いたします。 

私は本日の進行を務めさせていただきます、県国民健康保険課長の柴田と申します。 

よろしくお願いいたします。着座にて失礼いたします。  

開会に先立ちまして、県健康福祉部長、兼山よりご挨拶申し上げます。 

○兼山健康福祉部長 

皆様おはようございます。 

本日は、大変お忙しい中、第３回国民健康保険運営協議会にご出席いただきまして、誠にありがとう

ございます。 

また平素は、県の健康福祉行政全般にわたり、また国民健康保険事業にご理解とご協力を賜り、厚く

お礼申し上げます。 

本日より国の特措法に基づく緊急事態宣言の区域から岐阜県は外れることになったわけであります

が、感染状況はある程度落ち着いてきておりますけれども、これも県民の皆様方のご理解とご協力の賜

物だということで、厚くお礼申し上げます。   

ただ、入院患者は１４０人を超えておりまして、病床使用率も２０％を超えているということで、こ

れから卒業式ですとか入学式ですとか、人の流れがかなり激しくなるという時期に重なりますので、引

き続き基本的な感染対策をしっかりしていただいて、この状況を続けていきたいと思っておりますの

で、引き続きご協力をよろしくお願い申し上げます。 

本日、前回ご承認いただきました運営方針の案につきまして、市町村の方へ意見等聴取をさせていた

だいた上で、一部修正いたしました最終案をお示しさせていただいております。 

これについて、ご審議をいただければと思います。 

また国保財政運営の状況、県の国民健康保険運営方針の取組状況や国の動向などにつきましても併

せてご報告をさせていただきたいと思います。 

運営方針の改定につきましては、本日答申をいただいた上で、県において運営方針を決定する予定と

なっておりますので、ご審議の程よろしくお願いいたします。 

○柴田国民健康保険課長 

それでは本日のご出欠の状況ですけれども、岐阜県薬剤師会の日比野委員と岐阜県立看護大学の杉
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野委員の２名がご欠席となっております。 

それでは当協議会の以降の進行につきましては、国民健康保険運営協議会運営要綱第２条の規定に

基づきまして、竹内会長にお願いしたいと思います。 

会長よろしくお願いいたします。 

○竹内治彦会長 

おはようございます。 

それでは第３回岐阜県国民健康保険運営協議会を開会いたします。 

今ご案内ありましたように出席の状況としては全委員１２名中１０名のご出席をいただいておりま

す。 

また、各区分委員１名以上のご出席をいただいております。 

従いまして岐阜県国民健康保険法施行細則第３条第２項及び岐阜県国民健康保険運営協議会運営要

綱第３条の規定数に達しておりますので、当会は成立しておりますことをご報告いたします。 

はじめに、運営要綱第５条に従いまして会議を公開することについてお諮りいたします。 

本日の会議を公開することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議ないものと認めます。 

よって本日の会議を公開することに決定いたしました。 

それでは傍聴者の入場が終了するまで、しばらくお待ちください。 

（傍聴者の入場） 

本日は１名の方の傍聴希望がございましたことをご報告いたします。それでは次第に入ります。 

２の議事「（１）国民健康保険運営方針の改定について」、事務局からご説明をお願いいたします。 

○柴田国民健康保険課長 

岐阜県国民健康保険課長の柴田でございます。 

私の方からご説明させていただきます。着座で失礼させていただきます。 

岐阜県国民健康保険運営方針の改定について、資料１をご覧ください。 

また、改定案の全文は資料２になります。 

資料１でございますが、「１ 運営方針の改定（案）」につきまして、前回、１２月に委員の皆様に

書面でご意見をお伺いした後に修正した部分としまして、資料２の５頁をご覧ください。 

一番下の○のところ「なお、」のところの文章２行目ですけれども、「市町村と協議の上、その一部を

県の国民健康保険財政安定化基金に積み立てることを検討します」という記述がございます。 

前回の案では基金の名称のところに「（特例基金）」とありましたが、このカッコ書きの部分を削除し

ました。 

これは、本日、最後の報告事項の中でもご説明させていただきますが、国が法改正を行う予定となり、

剰余金を本体基金に積み立てて年度間調整に活用できる見込みとなったことによるものです。 

  そのほか、図表中のデータ修正、また目次についても文言修正を行っております。 

  次に、資料１の２番、市町村法定意見聴取の結果です。 

２市町村から２件のご意見がありました。 

  まず、一つ目のご意見ですが、将来的な保険料水準の統一に際し、医療費水準の推移及び平準化の取

組等も踏まえながら検討することが重要であり、特定健診等の保健事業を積極的に行って医療費水準
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を引き下げている市町村が納付金算定において評価されるようなしくみの構築を望む、というご意見

がございました。 

対応方針としましては、保険料水準の統一に向けた検討の中で、医療費水準の平準化の取組ととも

に、保健事業等の取組状況に応じたインセンティブの必要性やあり方についても検討していきたいと

考えております。 

  二つ目のご意見としまして、高額な医療を必要とされる方の居住や転入が多いといった地域事情も

考慮し、必要に応じて財政支援等の措置も考慮いただきたい、とのご意見をいただきました。 

    対応方針としましては、県単位化の趣旨を踏まえ、将来的な保険料水準の県内統一を目指すこととし

ており、具体的な内容や統一にあたり必要な措置等について市町村と十分に協議しながら検討してい

きたいと考えております。 

  これらの２つのご意見につきましては、前回の運営協議会でご審議いただいた運営方針改定案の記

載内容のままで取組んでいくことができるものであることから、意見を受けての改定案の修正等は行

っておりません。 

  また、３番でございますが、パブリックコメントを 12月 24日から１月 22日にかけて実施し、ホー

ムページ及び県庁、各保健所に資料を備え付けて意見募集を行いましたが、ご意見は寄せられませんで

した。 

  最後に、今後のスケジュールですが、本運営協議会からの答申を踏まえまして、３月下旬に新たな方

針を決定し、公表する予定としております。 

運営方針改定についてのご説明は以上でございます。 

○竹内治彦会長 

はい、ありがとうございました。 

  それではただいま説明のありました「（１）岐阜県国民健康保険運営方針の改定について」、ご質

問・ご意見等はございますでしょうか。 

（委員からの発言なし） 

○竹内治彦会長 

よろしいでしょうか。 

それでは特にご意見もないようですので、次の議事「（２）岐阜県知事からの諮問に対する答申」に

ついてですが、本日事務局より提出のありました「岐阜県国民健康保険運営方針（案）」をもって当運

営協議会の答申とすることについて、ご異議はございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

  ご異議ないものと認めます。 

  よって、原案のとおり決定いたしました。 

○柴田国民健康保険課長 

  ありがとうございます。 

それでは、会長より答申をお渡しいただきたいと思います。 

○竹内治彦会長 

岐阜県国民健康保険運営方針の改定について（答申） 

令和２年７月１０日付け国保第２２０号で諮問のありました標記の件については、審議の結果、別添

の「岐阜県国民健康保険運営方針」のとおり結論を得たので答申します。 
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〇兼山健康福祉部長 

 ありがとうございます。 

〇竹内治彦会長 

委員の皆様には写しを配布いただけるということです。 

答申については、以上とさせていただきます。 

それでは続いて、次第４ 報告事項になります。 

「（１）令和２年度 県国保財政の運営状況等について」から「（３）令和３年度 標準保険料率の算

定について」まで事務局から一括して説明をお願いいたします。 

○柴田国民健康保険課長 

  まず、令和２年度 県国保財政の運営状況等につきまして、資料３をご覧ください。 

  ➀令和２年度 県国保特別会計の予算総額ですが、現在の予算総額１，７７９億円に、今後の増減見

込等を勘案して補正を行い、３月補正後の予算案は１，８０２億円と、約２３億円の増額を予定してい

ます。 

  増額の主な要因としましては、新型コロナの影響で収入が一定程度以上下がった方に対し保険料を

減免する制度が創設され、これに伴う国からの交付金が増加すること、及び、昨年度決算による剰余金

を活用し、不測の事態に備え保険給付費予算の増額を行うものです。 

歳入、歳出のそれぞれの内訳は下の表のとおりです。 

まず、歳入の方でございますが、主な増減項目としましては、上から６段目の、特別調整交付金が 

１３．５億円の増、これは、主に新型コロナの影響に伴う保険料減免に対する国交付金が交付されるこ

とによるものです。 

その下の保険者努力支援制度交付金につきましては、各保険者の取組状況に応じ国から交付される

交付金、いわゆるインセンティブですが、今年度は、従来分と今年度新たに国で予算が増強された分と

もに、主に県への交付分が見込みよりも増加する結果となったことによるものです。 

後ほど、報告事項（４）の国保運営方針に基づく取組みのところでもご説明させていただきます。 

また下から３段目、歳計剰余金につきまして、令和元年度決算が確定したため、剰余金額を追加計上

するものです。 

なお、令和元年度の剰余金が補正後で３４．７億円となっておりますが、これは来年度行います、昨

年度実績額に基づく国の負担金などの精算財源を含んだものとなっており、実質的な剰余金はこの金

額の内数となります。 

また、減額の主なものは、療養給付費負担金や県繰入金で、今年度の保険給付費が現在の予算額より

も減少する見込みとなったことに伴い、定率負担金等の額が減額となるものです。 

歳出の方にまいります。 

歳出につきましては、一番上の段、保険給付費交付金（普通交付金）、いわゆる国保医療費の保険者

負担分ですが、今後の不測の変動増に対応できるよう、決算剰余金の一部を充て、増額計上しています。 

２段目の特別交付金につきましては、歳入でもご説明しました、新型コロナによる保険料減免に対す

る国からの交付金を市町村へ交付することによる増です。 

次に２頁、➃保険給付費交付金（普通交付金）の執行状況です。 

これは、国保医療費の保険者負担分の金額になります。 

３月補正後の金額は１，３９７.２億円で昨年度比９７．２％、また、１２月診療分までの執行額実



6 

 

績は１，１４１．２億円で、昨年度比９５．５％となっております。 

続きまして、資料４「令和３年度 県国保財政の見通し等について」をご覧ください。 

県国保特別会計の来年度、令和３年度当初予算案の総額は、令和２年度当初と比べ約２５億円、 

１．４％増の約１，７８９億円となっております。 

主な増加要因は、保険給付費の増です。 

これまで国保の保険給付費は、被保険者数の減少に伴い減少傾向をたどってきましたが、今年度は見

込んでいたよりも被保険者数の減少幅が鈍化しております。 

これは新型コロナの影響による国保への異動による加入者の増加なども影響しているものと推測さ

れます。 

また、来年度までは、後期高齢者医療制度へ移行する７５歳となる方の数が比較的小幅であることも

あり、一人当たり医療費の増が、被保険者数の減少を上回ることにより保険給付費が今年度に比べて増

加すると見込んでいるものでございます。 

その下に歳入、歳出の内訳がございます。 

  まず、歳入の主な増減ですが、一番上の市町村納付金は今年度と比べ、約１４億円の減少となってお

ります。 

同じ表の下から５行目にあります、前期高齢者交付金の増額のほか、新型コロナの影響による所得の

減少が見込まれることも踏まえ市町村と協議しまして、県国保特別会計の過年度決算剰余金の一部を

納付金抑制に充てることとしております。 

前期高齢者交付金は２１．３億円の増、これは国が算定する見込み額によるものですが、国保の被保

険者のうち、６５歳から７４歳の前期高齢者に係る保険給付費の増加に伴い、各保険者からの支援金に

よる交付金が増額する見込みとなっております。 

その他欄、１１．３億円の増加は、今年度からの繰越金の計上などによるものでございます。 

引き続き歳入でございますが、歳入の下から５行目、財政安定化基金繰入金４．８億円の増につきま

しては、激変緩和のための特例基金から約１億円を、また、平成 30年度決算剰余金約４．７億円を今

年度末に特例基金に積んだものを来年度の激変緩和及び納付金抑制の財源として繰り入れることによ

るものでございます。 

歳出につきましては、一番上の保険給付費交付金（普通交付金）が、一人当たり診療費の増に伴い 

３０億円の増加を見込んでいます。 

２頁をご覧ください。 

県国保特別会計予算の約８割を占める、保険給付費交付金（普通交付金）の予算の状況でございます。 

被保険者数は、前年度マイナス３，４０４人、０．８２％の減少を見込んでいます。 

これまで国保の被保険者数は年間４％前後の減少で推移しておりましたが、今年度は直近月までで

１％程度の減少にとどまっており、こうした直近の被保険者数動向も踏まえて推計しております。 

一人当たり診療費伸び率につきましては、前年度プラス０．１２％の１０２．６８％を見込んでいま

す。 

これは過去の伸び率をもとに見込んでいます。 

こうした各項目の推計をもとに、下の段の保険給付費総額を算出しておりまして、前年度比プラス

２．７７％の１，４１０億円を見込んだところでございます。 

なお、欄外の「※２」の４行目にございますように、令和３年度につきましては、新型コロナウイル
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スの影響による令和２年度ほどの診療費減は直接は見込んでいませんが、１人当たり診療費伸び率の

推計にあたり、複数の推計方法のうち、比較的抑制的な伸び率を採用しています。 

➄市町村納付金の状況でございますが、令和３年度の市町村納付金総額は５３１億円と、今年度に比

べて約１４億円、２．５７％の減、また、一人当たり納付金額の平均は今年度と比べ１．７８％減の 

１２８，４１８円となっております。 

減少の主な要因は、先ほど歳入見込みでご説明しました、前期高齢者交付金や保険者努力支援制度交

付金の増額見込み、及び県国保特別会計の過年度決算剰余金の一部を活用したことによるものでござ

います。 

続きまして、資料５－１をご覧ください。 

令和３年度の標準保険料率の算定結果でございます。 

標準保険料率は、平成 30年度の国保制度改革、都道府県単位化に伴って導入されたもので、県が算

定し、示すことで、標準的な住民負担の見える化を図るものでございます。 

一番上の四角囲みの二つ目の○のところにありますように、法令で定められたルールに基づき算定

した理論上の数値で、実際に賦課される保険料（税）の率とは異なります。 

各市町村はこの率を参考に、市町村ごとの加入者の所得や世帯構成等を勘案し、実際の保険料（税）

率を決定するということになっております。 

裏面に、県及び各市町村の令和３年度の標準保険料率を掲載してございます。 

続きまして資料５－２をご覧ください。標準保険料率の前年度との比較でございます。 

県分、市町村分とも、市町村分については平均になりますが、納付金総額の減少に伴い保険料として

徴収すべき保険料の額が減少することなどにより、いずれの区分でも下がる結果となっております。 

 報告事項（１）～（３）についてのご説明は以上でございます。 

○竹内治彦会長 

  はい、ありがとうございます。 

  それでは、ただいまの報告事項について、ご質問・ご意見等はございませんか。 

（委員からの発言なし） 

○竹内治彦会長 

  素朴な疑問として、資料４の２ページ目の「保険給付費交付金の状況」のところの「１人当たり診療

費伸び率」と「１人当たり診療費」とありますが、下に計算方法が載っているのですけれども、上の方

の「１人当たり診療費伸び率」という方は０．１２％伸びます、ということになって、３段目の方だと

３．４１％伸びるとあります。３．４１％の方が多分実態に近くて、そうすると２行目のこの計算って

何だろうという感じがしますけれども。 

○柴田国民健康保険課長 

  ２行目のものにつきましては、診療費を見込むときの国からいくつか示された推計方法がありまし

て、今年で言いますと令和元年度の実績をもとに２年間分の伸び率をかけて推計値を出しますが、そう

いった形の値になっています。 

  ３行目のところの診療費につきましては、直接１年間分の比較というところになりますが、ちょっと

これだけ率の乖離が見えるところにつきましてはすみませんが確認させていただきます。 

○竹内治彦会長 

  ２行目のところを見ると、なんかあんまり伸びていないのかな、と、意味が良くわからない。 
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１０２．５６％伸びていたのが１０２．６８％になるとどうなのかという、いまいちわからないとこ

ろで、ただ、３行目のところで３．４１％増えていますよね。被保険者数とか減っていて、トータルで

２．７７％の伸びですよね。 

大体ここは数字的にわかるところなので、ここを見ておけばいいのかなと。 

 あまり伸びてはいけないのじゃないかとは思いますけれども、まあそれくらいの伸びという感じで

すかね。 

○柴田国民健康保険課長 

予算額の推計の主要な部分としては、今、会長が仰ったとおりになったと思います。 

○竹内治彦会長 

細かいところを聞いてしまって申し訳ありませんでした。 

他に、よろしいでしょうか。 

（委員からの発言なし） 

○竹内治彦会長 

そうしましたら、ご意見もないということで、続いて「（４）県国民健康保険運営方針に基づく取組

みについて」、ご説明をお願いいたします。 

○柴田国民健康保険課長 

それでは資料６－１をご覧ください。 

「（４）県国民健康保険運営方針に基づく取組みについて」、ご説明いたします。 

今年度は、新型コロナウイルスの影響によりスケジュールや内容に変更が生じることもございまし

たが、コロナ対策をとり、またスケジュールを変更するなどしつつ、取組を進めてまいりました。 

主なものについてご説明させていただきます。 

番号２番 医療費水準地域差要因分析等事業でございます。 

  ＫＤＢシステム等の医療、健診等データを分析し、医療費水準の地域差要因の分析・見える化を進

め、市町村に効果的・効率的な取組について技術的助言を行うものでございます。 

「取組状況・概要等」の欄ですが、令和２年度は、可視化ツールのデータ更新、メニューの追加や、

市町村等に対する説明会、意見交換会を地域ごとに分けて開催をいたしました。 

この事業については来年度も継続実施する予定としておりまして、市町村での保健事業への活用の

ための支援を行うほか、医療費の地域差に関する要因分析をさらに進めたいと考えております。 

その下３番の県糖尿病腎症重症化予防プログラムの推進につきましては、県医師会、県糖尿病対策推

進協議会と連携して取組を進めております。 

 資料６－４をご覧ください。 

資料６－４でございますが、今年度は、１２月に推進協議会総会及び特別講演、２月には地域医師会

担当理事の先生及び行政担当者等を対象としたプログラム伝達講習会を開催したほか、３月末には予

防プログラムの推進セミナーを、今年度はリモートによる参加も組み合わせて実施する予定となって

おります。 

このほか、地域医師会単位でのプログラム連携会議、予防対策ワーキンググループも開催し、プログ

ラムの普及と実践が進められております。 

資料６－１に戻ります。 

資料６－１の２頁、５番の後発医薬品の使用促進でございます。 
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詳細につきましては、資料６－５をご覧ください。 

２の保険者別の使用割合の公表ということで、国が定期的に後発医薬品の保険者別使用割合を公表

しております。 

  直近の公表データでは、令和２年３月使用分になりますが、全国７７．４％、岐阜県の国保平均は 

７５．１％となっております。 

使用割合自体は年々上昇しておりますが、昨年９月までに８０％という国の目標には到達しておら

ず、また、全国との比較では順位的には低い状況にございます。 

別紙１－１に全国比較及び県内比較を、また別紙１－２では国保の県内市町村ごとの経年比較を一

覧にしております。 

こうしたデータは市町村との国保連携会議でもお示しし、使用促進の一層の取組をお願いしたとこ

ろでございます。 

また、この資料とは別に、保険者協議会においても、協会けんぽ様からデータをご提供いただいてさ

らにデータの分析を行っておりまして、そうしたデータ分析も活用して取組を進めることとしており

ます。 

資料６－１に戻ります。 

資料６－１の３頁の７番の保険者努力支援制度でございます。 

保険者の取組に応じて国から交付金が交付される、いわゆるインセンティブの交付金でございます

が、国保連合会と連携して市町村支援を行っておりまして、市町村での積極的な取組により、年々交付

金額が増加しているところでございます。 

今年度採点されました、取組状況・概要欄にある令和３年度（令和２年度採点）分においても、県分、

市町村分ともに増額となりました。 

  特に、県分につきましては対前年度約４億円、５３％の増となりました。 

大幅増の主な要因は、国が実績データに基づき採点するアウトカム指標のところで、一人当たり医療

費の前年度からの改善状況での加点があったことによるものでございます。 

 保険者努力支援のインセンティブについて、国は今後もさらにメリハリをつけ、評価基準についても

これまでの取組状況に対する評価から、アウトカム、取組効果をより重視していく方向となっておりま

す。 

今後も市町村、国保連合会と連携して取組を行っていきたいと考えております。 

そのほかの取組状況及び詳細につきましては、資料６－１から資料６－６まで、またご覧いただけ

ればと思います。 

  県国民健康保険運営方針に基づく取組みについてのご説明は以上でございます。 

○竹内治彦会長 

  はい、ありがとうございました。 

  それでは、ただいまのご説明につきまして、ご質問・ご意見等はございましたらお願いいたします。 

○名知清仁委員 

  協会けんぽの名知でございます。 

 いつも同じようなことを言うようで恐縮ですけれども、資料６－５ですね、後発医薬品の使用促進

ということですけれども、先ほど課長さんが仰ったとおり、昨年９月の８０％という目標があって、達

成出来ていないということで、で、どうするのというところがなかなか出来ていないのかなと。 
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要するにＰＤＣＡが回っていないということで、保険者協議会での取組をということを仰ったんで

すけれども、まあ保険者協議会と県というものはあくまでも別の組織ですので、協議会は協議会で、県

は県でやっぱりＡのアクションのところを回していただきたいなというふうに思います。 

  現実に保険者協議会の取組で、過去１年何か目新しいことをやったかと言ったら何もできていない、

というところがありますので、やはり県は県でお願いをしたい。 

  と言いますのは、蛇足のような話ですけれども、第３期の県の医療費適正化計画の中での医療資源の

効率的な使用に関する唯一の目標なんですね、この後発医薬品のところは。 

ですから唯一の目標くらいはきちんとアクション起こしていきましょうよ、ということのお願いで

す。 

  もちろん、だから県がやって下さいと、一方的に押し付ける気は全然なくてですね、僭越ながら私ど

も協会けんぽが動きますので、ぜひそのお力添えをいただきたいと、そういうことを切にお願いをいた

します。 

○柴田国民健康保険課長 

  後発医薬品の使用促進につきまして、具体的な取組の依頼といいますか、必要性というところのご指

摘ということで、以前からもご意見いただいているところで、充分受け止めて具体的な対策の方を引き

続き検討、取組を進めてまいりたいと思っております。 

○河合直樹委員 

後発医薬品については使用率が上がってきているようですけれども、一方で小林化工でしたか、いろ

いろ問題が起こっていますよね、後発医薬品について。 

だからその辺もちょっと少し情報提供をしっかりしていただくとか、ああいった不祥事が起きない

ように考えていただかないと、使用者の方の不信感も高まってきて伸びないのじゃないかと思います

ので、その辺ももうちょっと業界側も自主的にきちんとルールを守っていただくとか、その辺を徹底し

ていただけるといいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○兼山健康福祉部長 

  後発医薬品につきましては、県としてもしっかり問題意識を持っておりまして、目標率もちゃんと掲

げておりますので、ＰＤＣＡしっかり回しながらやっていきたいと思っております。 

あくまで県だけでどうこうなる問題ではありませんので、市町村も含めて、いろんな関係者の方々と

連携しながら、他県の進捗状況とか取組状況、どういったことが効果的なことなのかということをしっ

かり情報収集したうえで、関係者と協力して、目標達成に向けて取組んでまいりたいと思っております

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

○竹内治彦会長 

  以前からご指摘いただいていることでして、まあ命令して使っていただくというわけにもいかない

ものですから、安全性といった部分も担保いただきながら、啓発を進めていただければと思います。 

  他にご発言ございますでしょうか。 

  他にございませんようですので、ただ今のご説明については以上とさせていただきます。 

続きまして「（５）国民健康保険制度の取組強化に係る国の動向について」、事務局から説明をお願い

いたします。 

○柴田国民健康保険課長 

  それでは資料７をご覧ください。 
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「国民健康保険制度の取組強化に係る国の動向について」、ということで、資料７については今年１

月に書面開催されました厚生労働省の会議資料からの抜粋となっております。 

１枚おめくりいただき、２ページ目の下のスライド番号２１をご覧ください。 

 国民健康保険制度の取組強化の、「２．見直し内容」のところですが、法定外繰入等の解消や保険料

水準の統一に向けた議論について、都道府県国保運営方針に記載して進める旨を位置付ける、とされて

おります。 

この改正については、次回の国保運営方針改定年度となる令和６年度とすることが検討されており

ます。 

その下、二つ目の○ですが、都道府県の財政調整機能の強化の観点から、財政安定化基金に年度間の

財政調整機能を付与し、剰余金が生じた際に積み立てることで、急激な医療費の上昇時などに納付金の

上昇幅を抑えるなど、複数年での保険料水準の平準化を可能とする、とされています。 

今回の県国保運営方針の改定におきましても、決算剰余金について、基金への積み立てを検討する旨

を盛り込んだところではございますが、これまでは不測の歳出増や歳入減の場合にしか使用できなか

った財政安定化基金のいわゆる本体部分について、制度改正後は年度間の財政調整にも使用できるこ

ととなります。 

これらの制度改正を盛り込んだ改正法が、現在、国会に提出されているところでございます。 

次に、次のページの下のスライド番号２６をご覧ください。 

子どもに係る均等割保険料の軽減措置の導入ということで、これにつきましても現在国会に提出さ

れている改正法に盛り込まれています。 

内容につきましては、２の軽減措置スキームのところでございますが、世帯の所得に関係なく、全世

帯の未就学児を対象に、均等割保険料の５割を公費により軽減するというもので、これにつきましては

令和４年度の施行が予定されています。 

このような国の動向も注視しながら、市町村と連携して、引き続き国保の安定的な運営を図ってまい

りたいと考えております。 

  ご説明は以上です。 

○竹内治彦会長 

 はい、ありがとうございました。 

それでは、ただ今のご説明につきまして、ご質問・ご意見等はございますでしょうか。 

それでは、特にご発言ないようですので、審議を終了いたします。 

次に「（６）その他」、について、事務局から何かございますでしょうか。 

○柴田国民健康保険課長 

  事務局からは特にございません。 

○竹内治彦会長 

  委員の皆様から何かございませんか。 

（委員からの発言なし） 

○竹内治彦会長 

  それでは以上をもって本日の会議を閉会いたします。 

  本日はどうもありがとうございました。 

 それでは事務局にお返しいたします。 
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○柴田国民健康保険課長 

 竹内会長、進行の方どうもありがとうございました。 

 それでは、最後に岐阜県の堀健康福祉部次長よりご挨拶を申し上げます。 

○堀健康福祉部次長 

 堀でございます。 

 本日は運営方針の改定についてご審議をいただきまして、誠にありがとうございました。 

 本日いただきました答申を踏まえまして、３月中の公表、また、来年度からは新たな運営方針に基づ

きまして、保険料水準の統一などの具体的な検討、取組をさらに進めてまいりたいと考えております。 

委員の皆様におかれましては、今年度末までの任期ということで、国保制度改革がスタートした平成

３０年度から３年間、本県の国保制度の円滑な運営にご指導・ご協力を賜りまして、誠にありがとうご

ざいました。 

今期で委員退任となられる方、また次期も引き続き再任いただける方もいらっしゃいますけれども、

引き続き、それぞれのお立場で県へのご指導・ご協力を賜りますよう改めてお願いを申し上げます。 

本日はどうもありがとうございました。 
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